
書面により協議の調整を諮った案件について，報告します。

1.議事
・議案1 消費者教育推進事業について
・議案2 子育て世代包括支援センターについて
・議案3 子ども・若者計画評価方法について

2.回答状況
回答数：12委員

3.審議結果

議案1 議案2 議案3

有効回答数 12 12 12

「承認します」と回答し
た委員数

12 12 12

「承認しません」と回答
した委員数

0 0 0

全ての協議事項について，過半数以上の協議会委員の承認を得ております。

4.意見の内容
別紙参照
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